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はじめに 

本市は、食品衛生法※1（昭和22年法律第233号）第24条の規定に基づき、令和2年度豊橋市食

品衛生監視指導計画（以下「計画」という。）を策定しました。 

この計画に基づき、市民の皆様の食の安全を確保するため、関係機関と連携を図りながら効率

的かつ効果的な監視指導※2を実施します。 

近年の食品流通の広域化に伴って発生する食中毒を未然に防ぐため、食品等事業者※3への監視

指導や消費者への様々な情報提供を積極的に実施します。 

HACCP*4の制度化については、平成29年度から実施している「豊橋市ええじゃないかHACCP

推進事業」※5をはじめとした施策を推し進めることにより、食品等事業者に対しHACCPに沿っ

た衛生管理の実施について導入推進を図ります。 

また、平成27年に施行された食品表示法※6の経過措置の終了に伴い、令和2年4月1日から同法

第4条に規定される食品表示基準※7に基づく監視指導を実施します。 

 

Ⅰ 実施期間 

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間とします。 

 

Ⅱ 実施体制 

１ 監視指導及び試験検査の体制 

監視指導及び試験検査は、生活衛生課と食肉衛生検査所がそれぞれ実施し、その役割分

担は、別表 1のとおりです。試験検査担当では、信頼性確保部門（健康政策課）による内

部点検や外部精度管理を定期的に実施するとともに、必要な検査機器を整備することによ

り信頼性を確保します。 

 

２ 関係機関との連携 

（１）厚生労働省、消費者庁、都道府県等の食品衛生担当部局との連携 

平常時から連携に努め、広域流通食品に関する監視指導を行う際や、事故や違反等の

発生時には情報を共有し必要に応じた対応をします。 

 

（２）広域的な食中毒事案発生時の関係機関相互の連携体制の確保 

    広域的な食中毒事案への対策強化のため、厚生労働大臣が設置する広域連携協議会 

※8の構成員として、国や関係自治体と情報共有し、広域発生事案の拡大防止に取り組ん

でいきます。 

 

（３）農林水産省、都道府県等の農林水産担当部局等との連携、協力 

平常時から連携に努め、生産段階における食品安全に係る情報の共有や適切な食品表

示の推進を実施します。 
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Ⅲ 監視指導 

１ 重点監視指導事項等 

（１）令和2年度重点監視指導事項 

ア「豊橋市ええじゃないかHACCP推進事業」の実施（HACCPに沿った衛生管理の制度化

への対応） 

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）※9が公布され、原則、

全ての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組むよう規定されました。 

広域流通する食品を製造する施設はもとより、中小企業や一般飲食店に対しても

HACCPに沿った衛生管理の実施について周知し、講習会や相談窓口にて導入を支援

します。 

また、本事業で定めた基準で製造されたことを確認した製品に対しては確認済証を

交付し、本市ホームページにおいて製品名や事業者名を公表します。 

イ 食肉による食中毒の発生防止 

食肉に起因するカンピロバクター、下痢原性大腸菌※10、サルモネラ属菌等による食

中毒発生を防止するため、食肉を取り扱う施設に対し、未加熱又は加熱不十分な食肉

を提供しないよう啓発するとともに、食肉の適正な取扱方法等についての監視指導を

行います。また、消費者に対しても食肉の不適切な取扱いに起因する危害について情

報提供に努めます。 

ウ 社会福祉施設等における食中毒対策 

平成28年8月に千葉県、東京都の老人ホームで発生した腸管出血性大腸菌による食中

毒事例を踏まえ、抵抗力の低い高齢者や乳幼児等に食事を提供する社会福祉施設等に

対して、危険度の高い食品や加熱しないで喫食する食品の衛生的な取扱いや汚染防止

策、従業員の健康管理等について監視指導を行います。 

  

（２）食品衛生法に基づく監視指導 

食品衛生法に定める成分規格、製造基準、保存基準、公衆衛生上講ずべき措置の基準、

施設基準等について、その遵守徹底を指導します。 

 

（３）食品表示法に基づく監視指導 

加工食品を製造する広域流通食品製造業者を中心に、アレルゲン、又は消費期限、その

他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等について適合を確認します。 

 

（４）と畜場法※11（昭和28年法律第114号）に基づく検査及び監視指導 

ア と畜検査※12 

と畜場※13に搬入される獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊）について、と畜場法

第14条の規定に基づき１頭ごとに疾病等の有無を検査します。なお、必要に応じて細

菌検査等の精密検査を実施します。これらの検査の結果により、廃棄等の措置を講じ

ることにより食肉の安全を確保します。 
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イ と畜場の監視指導 

と畜場法第5条第1項の規定に基づくと畜場の構造設備基準、第6条の規定に基づく

と畜場の衛生管理に関する基準、第9条の規定に基づくと畜業者等の講ずべき衛生措

置に関する基準及び特定部位※14の適正処理について適合状況を確認し、その遵守を

徹底するため監視指導を実施します。また、HACCPに沿った衛生管理を徹底させる

ため、これに必要な助言・指導を行います。監視指導では必要に応じATP検査※15、

温度測定、残留塩素濃度測定等を行うとともに、定期的に枝肉※16等の微生物検査及

びグリア繊維性酸性タンパク※17残留検査を行います。 

 

（５）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律※18（平成2年法律第70号。以下「食

鳥処理法」という。）に基づく監視指導 

食鳥処理法第5条第2項の規定に基づく食鳥処理※19場の構造又は設備及び第11条の

規定に基づく衛生管理等の基準の遵守の徹底を指導します。また、HACCPに沿った

衛生管理を徹底させるため、これに必要な助言・指導を行います。 

なお、第15条の規定に基づく食鳥検査※20の全部について、第21条第1項の規定に基

づき指定検査機関※21として指定した公益社団法人愛知県獣医師会において実施しま

す。 

 

２ 食品群ごとの食品供給行程（フードチェーン）※22における監視指導 

別表2のとおり、フードチェーンの各段階に対し食品毎に重点的な監視指導を実施しま 

す。 

 

３ 一斉監視の実施 

夏期及び年末においては、食品流通量や食中毒患者の発生が増加するため、特に監視指 

導を強化し、食品の安全性確保を図ります。 

 

Ⅳ 施設への立入検査及び食品等の検査 

１ 立入等検査 

 食品等を取り扱う施設への立入検査は、別表 3のとおり実施します。 

 

２ 食品等検査 

 食品等の収去※23検査は、市内での生産、製造、加工、流通等の状況を踏まえ、別表 4-1

のとおり、食品表示の監視は別表 4-2のとおり実施します。 

 

 

Ⅴ 違反発見時の対応 

監視指導等において違反を発見した場合は、再発防止対策等必要な措置を講ずるとともに、

必要に応じて国、他自治体等の関係機関に情報を提供します。また、健康被害の拡大が予想

されるなど、危害防止が必要な場合には、食品名、事業者名等必要な事項を公表します。 
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Ⅵ 食中毒等発生時の対策 

食中毒等が発生した場合は、直ちに調査を実施して、健康被害の拡大防止、食中毒の再発

防止のために必要な措置を講じます。また、広域的な食中毒事案発生時には、厚生労働省が

設置する広域連携協議会の構成員として、調査結果に関して国や関係自治体と情報共有のう

え、広域発生拡大防止に必要な対策を行います。 

 

Ⅶ 自主衛生管理の推進 

１ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

「豊橋市ええじゃないかHACCP推進事業」をはじめとした施策の実施によりHACCP

に沿った衛生管理を推進させ、食品の安全性の確保に重要な自主衛生管理の向上を図りま

す。併せて、食品衛生責任者※24等に対し衛生講習を実施し、自主衛生管理の普及啓発に

努めます。 

 

２ 優良施設の表彰 

食品衛生意識の向上を目的として、衛生管理の優れた施設に対して表彰を行います。 

 

Ⅷ 情報提供及び意見交換 

１ 食品衛生に関する情報提供 

法改正や食中毒発生状況に関する食品等事業者への情報提供は、文書、ホームページ等

により必要に応じ実施します。また、食中毒が発生しやすい気象条件等になった場合や食

中毒の予防方法等、市民への情報提供を別表5のとおり実施します。 

 

２ リスクコミュニケーション※25の充実 

食品の安全性に関する情報を、市民、食品等事業者、行政の三者で共有し理解を深める

ことを目的に、関係者相互間による意見交換会を実施します。 

 

Ⅸ 人材育成及び資質の向上 

１ 関係職員等の資質の向上 

国等が開催する食品衛生に関する研修会や講習会等を活用するとともに、職場研修を実

施し、食品衛生監視員※26、と畜検査員※27、食鳥検査員※28等関係職員の資質の向上を図り

ます。 

 

２ 食品等事業者の育成及び資質の向上 

食品等事業者は、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得が求められてい

ます。食品等事業者の資質向上を目的に、別表6の計画に基づき講習会を実施します。 
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Ⅹ 実施結果の公表 

本計画の実施結果は、食品衛生法第24条第5項の規定に基づき、令和3年6月末までにホー

ムページ等により公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表1 監視指導及び試験検査に係る役割分担 

生活衛生課 

・食品等事業者に対する監視指導 

・食品等に係る監視指導 

・食中毒に係る調査及び指導 

・食品等の微生物検査※29、理化学検査※30 

食肉衛生検査所 

・と畜検査 

・食肉等（食鳥肉含む）の残留動物用医薬品※31等検査 

・と畜場の監視指導 

・と畜場併設食肉関連営業施設の監視指導 

・食鳥処理場の監視指導 
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別表2 食品群別監視指導等事項 
  

 

食品群 
とさつ及び解体、食鳥処理等 

製造及び加工 

（とさつ及び解体並びに食鳥処理を除く。） 
貯蔵、運搬、調理及び販売 

食
肉
、
食
鳥
肉
及
び
食
肉
製
品 

 健康で清潔な獣畜又は家きんの
と畜場又は食鳥処理場への搬入

の推進 

 獣畜の病歴を踏まえたと畜検査
の実施 

 枝肉等の微生物検査による衛生
的な処理の検証 

 と畜場における動物用医薬品等
の投与歴を踏まえた、正常な獣畜

を含めた残留物質検査の実施 

 認定小規模食鳥処理施設※32にお 

ける処理可能羽数の上限の遵守

の徹底 

 食肉処理施設における微生物汚染の防止
の徹底 

 製造又は加工に係る記録の作成及び保存
の推進 

 食品等事業者による原材料受入れ時の残
留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の

実施等による原材料の安全性確保の徹底 

 

 枝肉及びカット肉の流通
管理（保存温度、衛生的

な取扱い等）の徹底 

 加熱を要する食品につい
ての加熱調理の徹底 

 

乳
及
び
乳
製
品 

  製造過程又は加工過程における微生物汚
染の防止の徹底 

 製造又は加工に係る記録の作成及び保存
の推進 

 食品等事業者による原材料受入れ時の微
生物検査、残留抗生物質及び残留抗菌性物

質の検査の実施等による原材料の安全性

確保の徹底 

 食品等事業者による飲用乳についての微
生物等に係る出荷時検査の徹底 

 流通管理（保存温度、衛
生的な取扱い等）の徹底 

食
鳥
卵 

  新鮮な正常卵の受入れの徹底、洗卵時及び
割卵時の汚染防止の徹底 

 製造又は加工に係る記録の作成及び保存
の推進 

 汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底 

 低温保管等温度管理の徹
底 

 破卵等の検卵の徹底 

水
産
食
品 

（
魚
介
類
及
び
水
産
加
工
品
） 

  食品等事業者による受入れ時検査の実施
等による原材料の安全性確保の徹底 

 魚介類の衛生的な処理の徹底 

 製造又は加工過程における微生物汚染の
防止の徹底 

 製造又は加工に係る記録の作成及び保存
の推進 

 フグの適切な処理の徹底 

 流通管理（保存温度、衛
生的な取扱い等）の徹底 

 加熱を要する食品につい
ての加熱調理の徹底 

 有毒魚介類等の市場から
の排除の徹底 

 

野
菜
、
果
実
、
穀
類
、
豆
類
、
種
実
類
、

茶
等
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
品 

（
有
毒
植
物
及
び
キ
ノ
コ
類
を
含
む
） 

  生食用野菜、果実等の衛生管理の徹底 

 食品等事業者による原材料受入れ時の残
留農薬検査の実施等による原材料の安全

性確保の徹底 

 流通管理（保存温度、衛
生的な取扱い等）の徹底 

・ 添加物（その製剤を含む。以下同じ。）の製造者及び加工者並びにこれを使用する食品の製造者及び加工者に

よる使用添加物の確認の徹底 

・ 製造者及び加工者による異物の混入防止対策の徹底 

・ 製造者及び加工者による製造及び加工過程における温度管理の徹底 

・ アレルギー物質を含む食品等に関する表示の遵守徹底のための製造者及び加工者による使用原材料の点検及び

確認の徹底

フードチェーン 
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別表3  立入等検査実施計画 

対          象 件数 

重点施設 

大量調理施設 

事業所 10 

仕出し弁当 11 

病院 2 

学校給食共同調理場 4 

社会福祉施設 50 

広域流通食品製造施設 210 

生食用食肉等取扱施設 800 

HACCP衛生管理施設 800 

と畜場 240 

と畜場併設食肉関連営業施設 30 

食鳥処理場 
検査対象処理施設 6 

認定小規模食鳥処理施設 6 

その他の施設 1,700 

合計 3,869 

 

大量調理施設 

大量調理施設衛生管理マニュアル（平成9年3月24日 衛食第85号厚生省生活衛生局長

通知）に基づき、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上提供する施設に対し、

監視指導を実施し、危害の発生防止を図ります。 

社会福祉施設 
抵抗力の弱い高齢者及び乳幼児に食事を提供する老人福祉施設や児童福祉施設等の社

会福祉施設に対して監視指導を実施し、食中毒等危害の発生防止を図ります。 

広域流通食品 

製造施設 

地場産品であるちくわ等の魚肉ねり製品、つくだ煮等、広域的に流通する食品を大量

に製造する施設に対し、条例に定めるHACCP導入型基準による衛生管理の導入を推進

し、製造から販売に至るまでの各段階における適切な衛生管理、食品の製造等に係る

記録の作成、保存、適正な表示について重点的に監視指導を実施することで危害の発

生防止を図ります。 

生食用食肉等 

取扱施設 

食品衛生法第11条に規定される生食用食肉を取り扱う施設に対し、成分規格、加工基

準等の遵守について監視指導を実施し、危害の発生防止を図ります。また、現状では

規制の対象となっていない鳥獣の肉を加工・調理し、未加熱又は加熱不十分な状態で

消費者への提供を行っている施設及びその可能性がある施設に対し、リスクを周知す

るため監視指導を実施します。 

HACCP衛生管理 

施設 

食品衛生法等の一部を改正する法律の公布に伴い、全ての食品等事業者がHACCPに沿

った衛生管理を制度化されたことから、対象となる施設に対してHACCPによる衛生管

理の状況についての監視指導を実施します。 
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別表4-1  収去検査実施計画 

① 収去検査実施計画数 総計16,807件 

【生活衛生課】 合計10,317件                      （件数） 

 

微生物 添加物 残留農薬 その他 

食肉、食鳥肉及び食肉製品 17 14  0 16 

乳及び乳製品 53 0 0 22 

食鳥卵 1 0 0 0 

水産食品（魚介類、水産加工品） 15 10 0 4 

野菜、果実、穀物等及びその加工品 38 0 9,798 6 

上記以外の加工品 185 64 0 26 

その他（器具、容器包装） 0 0 0 48 

小計 309 88 9,798 122 

 

【食肉衛生検査所】 合計6,490件         （件数） 

 
残留動物用医薬品 残留農薬 

食肉 100 6,390 

  

② 検査実施機関 総計16,807件 

検査機関 検査項目 検査件数 合計 

生活衛生課 
微生物検査 309 

16,691 
理化学検査 16,382 

食肉衛生検査所 理化学検査 116 116 

 

別表4-2  表示監視実施計画 

対象食品 件数 

重点食品 

食肉、食鳥肉及び食肉製品 100 

水産食品 100 

菓子類等 100 

野菜、果実、穀物等及びその加工品 100 

その他の食品 400 

合計 800 

 

検査項目 

対象食品 

検査項目 

対象食品 
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別表5 食品衛生等に関する情報提供 

【生活衛生課】 

提供方法 内容 回数等 

ホームページ 

食中毒警報の発令について 

食中毒予防に関する情報 

食品の表示に関する情報   

HACCP導入確認事業 等 

随時更新 

リーフレット 
食中毒に関する情報 

食品の表示に関する情報 等 
随時配布 

まちづくり出前講座※33 家庭でできる食中毒予防 要請に基づき開催 

広報紙・ラジオ広報 家庭でできる食中毒予防 年1回以上 

相談窓口 食品衛生について 年1回 

 

【食肉衛生検査所】 

提供方法 内容 回数等 

ホームページ 食肉衛生検査情報 随時更新 

リーフレット 食肉由来の食中毒予防について 随時配布 

まちづくり出前講座 食肉の安全・安心について 
要請に基づき開催 

市民見学会 食肉衛生検査 

 

別表6 食品衛生等講習会 

【生活衛生課】 

対象 内容 回数 

食品等事業者 
食中毒予防等について 

HACCPに沿った衛生管理について 

年1回 
社会福祉施設等 食中毒予防等について 

食品製造施設等 

製造に関する記録の作成、保存について 

食中毒予防、食品の表示について 

HACCPに沿った衛生管理について 等 

その他 必要に応じて開催 

 

【食肉衛生検査所】 

対象 内容 回数 

と畜場従事者等 食肉衛生について 

HACCPに沿った衛生管理について 

自主衛生管理について 

年1回 
と畜場併設食肉関連施設 
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用語解説 

用語 解説 

※1 食品衛生法 食品の安全性を確保するために必要な規制その他の措置を講ずることによ

り、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図

ることを目的とした法律です。 

※2 監視指導 食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員が食品等取扱施設に立ち入る等

により、法令の基準の遵守状況、食品等の取扱い等を確認し、公衆衛生上

必要な指導をすることです。 

※3 食品等事業者 食品等事業者とは、食品衛生法第3条に定められている次の①～③に該当す

る事業者をいいます。 

① 食品又は添加物を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬、販売
する 

② 器具又は容器包装を製造、輸入、販売する 

③ 学校、病院その他の施設において継続的に不特定・多数の者に食品を
供与する 

※4 HACCP 食品の衛生管理手法の一つで、危害分析重要管理点方式ともいいます。

Hazard Analysis and Critical Control Point といい、頭文字の略語とし

てHACCP（ハサップ）と呼ばれています。仕入れから出荷までの一連の製造

工程において、最も重要な工程を連続的に監視することにより、製品の安

全性を保証しようとする衛生管理方法です。 

※5 豊橋市ええじゃない

かHACCP推進事業 

自治体版HACCPであるHACCP導入確認事業と、講習会の開催や相談窓口の開

設といったHACCP導入支援事業の2つからなります。 

※6 食品表示法 食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律（昭和25年法律第175号）及

び健康増進法（平成14年法律第103号）における食品の表示に関する規定を

統合した法律です。 

※7 食品表示基準 食品表示法第4条に規定する内閣総理大臣が定める表示の基準。名称、アレ

ルゲン、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料、添加物、その他の

事項について、消費者が食品を安全に選択するために必要な事項について

定めています。 

※8 広域連携協議会 食品衛生法等の一部を改正する法律の第21条の3第1項に定められ、地方厚

生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市

及び特別区を構成員とし、広域的な食中毒事案が発生した場合、関係機関

相互の連携体制を図ります。 

※9 食品衛生法等の一部

を改正する法律（平成

30年法律第46号） 

食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連

携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛

生管理制度（HACCPに沿った衛生管理の制度化）、特別の注意を要する成分

等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物

質のみを食品用器具・容器包装に使用可能とする仕組み（ポジティブリス

ト制度）の導入等について新たに規定されました。 

※10 下痢原性大腸菌 ヒトに下痢や腹痛などの腸管感染症を引き起こす大腸菌の総称です。保有

する病原因子や発症機序によって、腸管病原性大腸菌、腸管侵入性大腸菌、

腸管毒素原生大腸菌、腸管出血性大腸菌、腸管凝集付着性大腸菌の5種類に

分類されています。 

※11 と畜場法 と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のため

に必要な規制等を講じ、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律で

す。 

※12 と畜検査 と畜場で処理される獣畜の肉、内臓が食用に供するうえで安全なものであ

るかを判断するために、と畜場法に基づき、と畜検査員（獣医師）が行う

検査です。 
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※13 と畜場 食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設

です。 

※14 特定部位 伝達性海綿状脳症の原因となる異常プリオンが蓄積しやすいため、食用に

すべきでないと定められた部分です。 

※15 ATP検査 動物、植物、微生物（細菌）などの細胞には、ATP（アデノシン三リン酸）

が含まれています。このATP量を測定することにより、検査対象の微生物及

びその栄養となる汚れの両方をその場で迅速に測定できる検査です。清浄

度等を測定でき、衛生指導に活用しています。 

※16 枝肉 獣畜をとさつした後、頭部、四肢端、尾、皮、内臓を除いた状態の肉のこ

とです。 

※17 グリア繊維性酸性タ

ンパク   

異常プリオンが蓄積しやすいとされる脳・脊髄（中枢神経系）の細胞にお

いて特に高い濃度で検出されるタンパク質です。 

※18 食鳥処理の事業の規

制及び食鳥検査に関

する法律 

食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制を講ずるととも

に、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危

害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。 

※19 食鳥処理 食鳥（鶏、あひる、七面鳥）をとさつし、羽毛の除去及び内臓摘出をする

ことです。 

※20 食鳥検査 食鳥肉の安全性を確保するため食鳥処理法に基づき、食鳥検査員（獣医師）

が行う検査です。 

※21 指定検査機関 食鳥処理法で規定された食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる

機関です。豊橋市では指定検査機関として指定した公益社団法人愛知県獣

医師会において食鳥検査の全部を実施しています。 

※22 食品供給行程 

（フードチェーン） 

農水畜産物の生産から食品としての販売に至る一連の食品供給の行程をい

います。 

※23 収去 食品衛生監視員が、食品等取扱施設に立ち入り、試験・検査をするために

必要最小限度の販売用もしくは営業上使用する食品、添加物、器具もしく

は容器包装を無償で提供させることです。 

※24 食品衛生責任者 市が定める条例に基づき、営業者が食品営業施設又はその部門ごとに配置

する食品衛生に関する責任者のことです。 

※25 リスクコミュニケー

ション 

消費者、事業者、行政等の関係者の間で、情報及び意見を相互に交換する

ことです。関係者が会場などに集まって行う意見交換会やいわゆるパブリ

ックコメントなどがこれに該当します。 

※26 食品衛生監視員 営業施設の立入検査、収去、食品衛生に関する指導等を行う職員です。 

※27 と畜検査員 と畜場法に基づき、獣畜の疾病検査、獣畜の処理に関する指導等を行う職

員です。 

※28 食鳥検査員 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、食鳥の疾病検

査、食鳥処理に関する指導等を行う職員です。 

※29 微生物検査 食品や従事者等について行う細菌、ウイルス等の検査です。 

※30 理化学検査 食品等の残留農薬、抗菌性物質、添加物（保存料、着色料等）等について

行う検査です。 

※31 動物用医薬品 抗生物質、合成抗菌剤、寄生虫剤等疾病の治療や予防のために動物に使用

される医薬品です。 

※32 認定小規模食鳥処理

施設 

処理する食鳥の羽数が年間30万羽以下の施設のことです。 

※33 まちづくり出前講座 概ね 10人以上で構成される団体やグループを対象に、食品衛生に関する講

座について、要請に基づき職員等を講師として派遣します。 

 


